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※ 本資料の内容は2019年3月26日現在の情報です。
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内容

Brexitにおける影響を最も大きくうける分野は、国境を超える物流である。

EU各国、さらに、非EU加盟国との取引を事業において自社で行う、あるいは、自社の取引先が行う場合には、Brexitに
より英国がEUを離脱した際、多くの会社で課税関係に変更が生じ、その課税関係の変更により税務コストの増加、煩雑
な事務手続きの対応等の影響が考られる。

このセクションでは、関税及びロジスティクスの観点からBrexitによる事業への影響等を解説する。

PricewaterhouseCoopers LLP

田中聡史 Satoshi Tanaka
シニアアソシエート Senior Associate

Part of the PwC network

唐木 明子 Akiko Karaki
パートナー Partner

お問い合わせ先：

japan@uk.pwc.com
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企業の自信は高まっているが、まだ半数近くの企業
が対応が不十分だと感じている

英国は2019年3月29日にEUを離脱しますー貴社ではどの程度準備ができていますか？

（％、PwC Brexit Webinar参加者（11月、1月、3月））
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Not ready

準備できていない

We’ve made a start but there 
is more to do

準備を始めてはいるが
やるべきことがまだまだある

Ready if we have transition, 
but no deal is another matter

準備はできているが
No Dealは別問題

Ready for anything

何があっても大丈夫

出所：PwCブレグジットアドバイザリーチーム、Strategy&
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現在の英国における関税の概要

• 各EU加盟国の関税は、EU関税法が基本となっている。

• EU域内取引に関する関税に特別な取り扱いが定められている。

• 関税について、EU域内のモノの移動に関税は課されない。また、輸出入手続きなくモノを自由に行き来させることが
できる。

ヒトの移動の自由

モノの移動の自由

資本の移動の自由

サービスの移動の自由
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Brexitによる想定シナリオ – 関税への影響

• Brexitにより、英国がEU単一市場から離脱し、現行の関税に影響を与えると考えられる。

• 下表は、Brexit後に想定されるシナリオ例示である。未だにどのような結論になるかは分からない状況である。ただ
し、どのシナリオであっても輸入VATや関税が生じる可能性がある。また、輸出入手続きの必要性も生じることになる

EEA EFTA

2国間貿易協定

WTO
スイス
モデル

トルコ
モデル

カナダ
モデル

モノの移動 ○ × ○ ○ × ×
サービスの移動 ○ × × × × ×
ヒトの移動 ○ × ○ × × ×
EUが締結するNon EU諸国との自由貿易協定へのアクセス × × × × × ×
EFTAが締結するNon EU諸国との自由貿易協定へのアクセス × ○ ○ × × ×
EUへの輸出入手続きの必要性 ○ ○ ○ ○ ○ ○
輸入VATの課税 ○ ○ ○ ○ ○ ○
EU立法への参加 × × × × × ×
独自税率の設定の可否 ○ ○ ○ × ○ ○
現在関税コードの使用 × × × × × ×
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Brexitによる想定シナリオ – 想定シナリオの図式

欧州経済領域 (EEA)

ほぼEU域内市場の
原則が適用

欧州連合 (EU)

EU加盟国27か国

欧州自由貿易連合 (EFTA) 関税同盟・自由貿易協定

ノルウェー

アイスランド

リヒテンシュタイン

スイス

トルコ カナダ

二国間条約の積上げ
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Brexitによる想定シナリオ – 今後考えられる方向性

離脱に向けた方向性のシナリオ

期限までに市民権、アイルランドとの国境などの主要課題に最
終的な合意が得られなかった場合

期限までに離脱の条件、トレードのフレームワークと、離脱条件
の交渉を行う移行期間への合意が得られた場合

No deal Deal

期限後に移行期間なしに大きな変化

• WTOレートでの関税の導入

• 税関が設置されるなど、遅延とコスト増を引き起こす

• 特に規制業種（金融、製薬など）においてはEUとの取引が困難に
なる

• 規制当局間の協力体制の合意の不在

• EUのファンディングへのアクセスを失う

• 人の移動の制約

21か月の移行期間の後に英国・EUの関係は新しい関係に移行

1. ‘high alignment deal’ 

英国が物品に関しては関税同盟と単一市場に残留し、サービスと
人に関しては市場へのアクセスに制約を設ける

2. ‘low alignment deal’ 

EUカナダ包括的経済貿易協定 (CETA)を参考に、英国が関税同盟

と単一市場を離脱し、税関と原産地規則を導入し、市場へのアク
セスは大幅に制約され人の移動の自由を制限する

‘low alignment deal’ は英国、EU間の取引に大きな影響を与えうる
が、英国の貿易交渉は柔軟になる

Brexit期限につきましては一部アップデートしています
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Brexitによる間接税への潜在的影響とその対応

何が変わるのか？ 誰が影響を

受けるのか？

どのような影響が

想定されるのか？

何をすべき

なのか？

1 2 3 4

• 英国とEUの間にボーダーがで
きる。

• 他のEU加盟国法人やEUとFTA
を締結している国の法人と取
引を行うすべての英国法人が
影響を受ける。

• 通関のための情報を集める必
要がある。

• 輸入/輸出通関に必要となるコ
ストが概ね£15-£50/出荷もし
くは入荷

• 追加の関税等が生じる。

• 輸入VATの支払いにより資金

繰りに影響がある（最終的に
は回収され
るが）。

• 他のEU加盟国でのVAT登録や

申告義務が発生する可能性が
ある。

• 通関情報収集のシステムを導
入する。

• 輸出入によるコスト増加等の
影響を把握する。

• サプライチェーンの変更を検
討する。

• グループ取引の場合、移転価
格も考慮した取引価格を検討
する。

• 潜在的な遅延リスクに備え、
AEO等の適用可能な優遇措置
を検討する。

• Senior Accounting Officerの税

務コンプライアンス体制を評
価する。
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通関手続きのために（参考）

どのように通関手続きを行われるか：

• モノが通関する際に当局に申告をする必要がある。

• 申告者は適切な情報を提出する法的責任がある。

• 当該情報は通関の際に当局に提出される。

• EUにおいて、当該申告はSAD/C88で行われている。

通関手続きに必要な情報とは：

• 荷送人 – モノを送付する者 (Box 2).

• 荷受人 – モノを受領する者 (Box 8).

• 申告者 – 例えば、買主、売主、業者等 (Box 14).

• 輸出入される場所、配送方法、輸出入の目的

さらに、関税額等の情報も記入する必要がある。

• これらは、例えば以下のような内容による

• モノは何か (i.e. ‘Classification’ (Box 33)).

• モノの価額は (i.e. ‘Valuation’ (Box 22)).

• モノの原産地はどこか (i.e. ‘Origin’ (Box 16)).
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No Dealの場合の輸入手続きの簡素化制度
(Simplified import procedures)

英国政府は、合意なき離脱の場合を考慮し、輸入手続きの簡素化制度
について公表しています。

https://www.gov.uk/guidance/register-for-simplified-import-procedures-
if-the-uk-leaves-the-eu-without-a-deal

この手続きにより、英国の輸入者がHMRCに輸入申告や関税を支払う

義務がなくなるわけではありませんが、国境での通関を容易にし、モ
ノが国境に到着した時点でいくつかの基本情報を提出することで輸入
に必要なすべての関連情報を入手する機会を与えます。その後、月末
から4営業日後に残りの詳細情報をHMRCに申告することになりま
す。また、Deferment accountを設けることで輸入後まで関税の支払
いを延ばすことができます。

また、この制度はEUから英国に輸入されるモノを対象としています
が、EU経由で英国に輸入されるEU外からのモノについて、現時点で
HMRCは当該モノが英国へ輸入される前にEUで関税が支払われるこ
とを要求する可能性があります。

なお、この制度は以前に非EU諸国と取引を行ったことがある場合に

使用でき、さらに、現時点では英国で設立された会社でのみ利用可能
となります。
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No Dealの場合の英国へのモノの輸入に係る関税
(Temporary tariff regime)

英国政府は、合意なき離脱の場合を考慮し、英国へのモノの輸入に係
る関税ついて公表しています。

https://www.gov.uk/government/news/temporary-tariff-regime-for-no-
deal-brexit-published?utm_source=ff424005-3430-4a72-acf5-
118e54d6683c&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-
notifications&utm_content=immediate

12か月間の一時的な制度となりますが、英国へモノを輸入する者を
サポートする目的として87%のモノに関して関税を免除することを定
めています。逆に、13%のモノについてはFTA等が締結されない限り

関税が課される可能性があります。例えば、肉、乳製品、自動車関連
などは関税が課される可能性があります。
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1. 貿易協定一覧

12

英国政府は、各国との協定の締結を進めるがNo Deal
の場合には関税の影響が大きくなる可能性がある
Updated 21 February 2019

Type of agreement Status of discussions aimed at replicating 
the effects of the agreement

UK trade with country(ies) as percentage 
of total UK trade, year to Q3 2018

2

Albania (Western Balkans) Association Agreement Engagement ongoing 0.00%
Algeria Association Agreement Engagement ongoing - It is unlikely that we will 

reach an agreement prior to exit day.
0.19%

Andean (Colombia, Peru and Ecuador
3
) Free Trade Agreement Engagement ongoing 0.18%

Bosnia & Herzegovina (Western Balkans) Association Agreement Engagement ongoing 0.01%
Cameroon

3
(Central Africa) Economic Partnership Agreement Engagement ongoing 0.01%

Canada
3

Free Trade Agreement Engagement ongoing 1.43%
CARIFORUM Economic Partnership Agreement Engagement ongoing 0.26%
Central America (Panama, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua)

Association Agreement Engagement ongoing 0.08%

Côte d’Ivoire Economic Partnership Agreement Engagement ongoing 0.03%
Egypt Association Agreement Engagement ongoing 0.24%
Georgia Association Agreement Engagement ongoing 0.01%
Ghana (Western Africa) Economic Partnership Agreement Engagement ongoing 0.10%
Japan

4
Free Trade Agreement Engagement ongoing. We will not transition 

this agreement for exit day
NA

Jordan Association Agreement Engagement ongoing 0.03%
Kenya (EAC)

5
Economic partnership Agreement Engagement ongoing 0.11%

Kosovo Association Agreement Engagement ongoing 0.00%
Lebanon Association Agreement Engagement ongoing 0.05%
Mexico Free trade Agreement Engagement ongoing 0.34%
Moldova Association Agreement Engagement ongoing 0.04%
Montenegro (Western Balkans) Stabilisation and Association 

Agreement
Engagement ongoing 0.01%

Morocco Association Agreement Engagement ongoing 0.18%
North Macedonia (Western Balkans) Association Agreement Engagement ongoing 0.15%
Serbia (Western Balkans Association Agreement Engagement ongoing 0.04%
Southern Africa Customs Union and Mozambique (Botswana, 
Eswatini (Swaziland), Lesotho, Mozambique, Namibia, South Africa)

Economic Partnership Agreement Engagement ongoing 0.75%

South Korea Free Trade Agreement Engagement ongoing 1.16%
Tunisia Association Agreement Engagement ongoing 0.03%
Ukraine

3
Association Agreement Engagement ongoing 0.09%

https://www.gov.uk/government/publications/existing-trade-agreements-if-the-uk-leaves-the-eu-without-a-deal/existing-trade-agreements-if-the-uk-leaves-the-eu-without-a-deal
注4 2.2% of UK trade is with Japan which until 1 February 2019 has been conducted on WTO terms . その他の注については、出所ご参照
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企業の通関業務研修などを支援するために、英国政
府は助成プログラムを提供している

Brexit: Customs Training and IT Grants Scheme（通関業務研修およびIT助成金プログラム）

助成金の内訳

• 社員研修支援金200万ポンド：通関業務に携わる企業や事業
主（または今後、これに携わる予定の企業や事業主）対象

• IT設備拡充支援金300万ポンド：輸出入業者の通関業務を代行
する、中小規模（従業員250名未満、年間売上高5,000万ユー
ロ未満）の通関業務代行業者対象

社員研修支援金

• 通関業務の取り扱いスキルの習得のための研修

− 既存の研修や、通関業務に関わりのない研修は対象外

− 社内研修の開催費用も助成対象

• 研修費用の50％の助成金を申請可能

− 中小規模（従業員250名未満、年間売上高5,000万ユーロ未
満）の企業は60％、小規模（従業員50名未満、年間売上高
1,000万ユーロ未満）の企業は70％*

− 一人当たり助成金の上限あり（750ポンドなど）

申請

https://www.customsintermediarygrant.co.uk/training3

PricewaterhouseCoopers (PwC)が、HMRCからの委託を受け

て代行しています

申し込みの締め切り

2019年4月5日、又はそれ以前に資金全額が割り当てられた

場合
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Brexitの機会を捉えて各種の取組を進める動きも広
がる

Brexitをきっかけにした事業の高度化の広がり

出所：PwCブレグジットアドバイザリーチーム、Strategy&

Brexitを契機とした

サプライチェーンの
混乱

在庫の積み上げなどの
事前準備

アナリティクス活用による
サプライチェーン最適化

事業運営全般の混乱

パートナー企業との
取組進展

工場、物流などの自動化、
省力化の進展

対処療法 高度化

従業員、パートナー向けのコミュ
ニケーション、対応

業務の優先順位付けと
対応策の策定

業務可視化その他各種支援
ツールの導入

デジタルシェアード
サービスなどの体制の整備

事業運営コストの
上昇

パートナーとの連携によるコスト
の圧縮努力

パートナーとの
デジタル連携の推進

マルチチャネル
コミュニケーションの推進

課題

コストの転嫁の検討

戦略、事業
計画の見直し

事業（再）構築

事業展開地域の
再検証

オペレーティングモ
デルの再設計
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先進企業はサプライチェーンの変革を進めている

Source: Strategy& analysis
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ロジスティクスにおいても、大きな変化が速いス
ピードで起きつつある

Last mile 
optimization & 

scheduling

「見える化」の進展

Situation room 
(elementum)

Logistics visibility 
platform

Tracking device
Self-loading by 

robots with 
sensor 

assistance

Autonomous
supply

Guided delivery

Smart routing

Pick-up
Delivery drone 

(Amazon)

Delivery robot

マルチモーダルの配送オプション
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3rd party Client

Scheduled delivery @ home (product repl. 
& maintenance mat.)

3rd party 
cross-docking

Product supply

Plant

Regional 
warehouse

End 

customer3rd party pick-up station
Customer pick-up

Delivery service

Installation

Project deliveries (material and service)

Service 
cross-
docking

Construction

Refurbish

ments

Scheduled delivery

Product supply

Plant

Regional 
warehouse

3rd party 
pick-up station

DC

Consumption-driven supply

Direct shelf delivery

JIT & continued supply
Cross-docking

Store & shelf

RETAIL

Product supply

Plant

Regional 
warehouse

1

自動倉庫

Connected workforce

Pick-by-visionPicking robots

Goods to man

2

3 4

5

自動物流

ラストマイル
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Brexit対応のためのアクション

選択肢を用意しつつ、状況に応じた機動的な対応をとる

サプライチェーン（モノとサービスの流れ）を細部にわたって再検証する

データを把握し、活用にむけて整備すると共に、更なる蓄積を準備する

状況の変化により更新が必要な契約を把握し、取り組みを開始する

イギリス国内のEU国籍のスタッフ、EU域内のUK国籍のスタッフなど影響を
受けることが想定されるスタッフと連携して対応をとる

販売先、調達先、物流・倉庫会社、銀行、保険会社、不動産会社、システム
プロバイダーその他重要な第三者と密接な連携を保つ

サプライチェーンを把握する

データのクレンジングと整
備、蓄積

契約を確認する

スタッフへの丁寧な
コミュニケーション

第三者との密接な連携

No Dealの場合の暫定措置などの既存の公的な枠組みの活用を検討する既存の公的な枠組みの活用

サプライチェーン（モノとサービスの流れ）を細部にわたって再検証する

データを把握し、活用にむけて整備すると共に、更なる蓄積を準備する

状況の変化により更新が必要な契約を把握し、取り組みを開始する

出所：PwCブレグジットアドバイザリーチーム、各種文献、記事、Strategy&
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Brexitの動向のアップデート

https://www.pwc.co.uk/the-eu-referendum.html



This document has been prepared only for [client name] and solely for the purpose and on the terms agreed with [client name] 
in our agreement dated [date]. We accept no liability (including for negligence) to anyone else in connection with this document, 
and it may not be provided to anyone else.

© 2019 PricewaterhouseCoopers LLP. All rights reserved. PwC refers to the UK member firm, and may sometimes refer to the 
PwC network. Each member firm is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.

190404-122530-JK-OS

pwc.com




